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1．序論 

 1961年に制定されたスポーツ振興法に基づ

き、わが国では国民に対するスポーツ活動の

普及、スポーツ振興を推進するうえでの国の

スポーツ政策を推進する際の基本的な方針な

ど定めた法律によって、国内のスポーツ政策

は「一律化」して実施されてきた。そのスポー

ツ振興法に替わる法律として 2011 年にスポ

ーツ基本法の施行およびスポーツ庁が定めた

第 2 期スポーツ基本計画の中でスポーツツー

リズムの推進が記載されるようになった。原

田（2016）はスポーツツーリズムの担い手と

してスポーツコミッションの存在が極めて重

要なものとなると述べている。 

 また、2007 年に地方教育行政の組織及び運

営に関する法律が改正され、スポーツ部局を

首長が執り行うことが可能となった。スポー

ツ振興に関わる全自治体調査（2016）による

とスポーツ部局を首長部局へと移管した自治

体は市区町村で 15.2%、都道府県では 44.7%ま

で上昇した。細田ら（2016）は移転させた自治

体への調査でアウター政策の促進がスポーツ

部局を移転させた理由であることが明らかに

した。さらに、スポーツに特化した事業をス

ポーツコミッションが推進していくことを考

慮すると、スポーツコミッションの設立経緯

および設立後の政策決定過程は今後スポーツ

コミッションの設立を検討している自治体に

とっても重要な研究テーマになり得る。 

 

2．研究目的 

 以上の観点から、今後各自治体でスポーツ

ツーリズム事業における中心的な役割を担う

ことが予想されるスポーツコミッションの①

設立経緯を明らかにすること、そして②スポ

ーツコミッション設立前後の実施する事業の

決定背景を明らかにすることを研究目的とす

ることとする。 

 

3．先行研究の検討 

 中司（2012）は相互参照を通じて自治体の

スポーツ政策の導入に伊藤（2002）の提唱す

る「動的相互依存モデル」の相互参照が起点

となったことを明らかにした。しかし、「動的

相互依存モデル」では、国政レベルでも実現

していない政策モデルの策定を対象としてお

り、法整備と政策指針が打ち出されている現

在のスポーツ政策に沿わない点が生じる。そ

のため、本研究では相互参照に替わり、

Dolowitz & Marsh（2000）が提唱した新たな

政策の策定を目指す国がモデルとなる国から

採用し、政策を活用する「政策移転」モデルを

採用することにした。 

 

4．研究方法 

 目的①,②を達成するために、質的調査によ

る検討を行った。スポーツ庁 HP に記載された

「スポーツコミッション推進組織」の中から

第 2 期スポーツ推進基本計画の公布以後に設

立されたスポーツコミッションを調査対象に



  

選定し、半構造化面接法によるインタビュー

調査を行った。インタビュイーは調査協力の

得られた 2 団体のスポーツコミッション担当

者および自治体職員 4 名である。 

 【調査内容】 

Dolowitz & Marsh（2000）が示した政策移

転における枠組みを基に、スポーツコミッシ

ョン設立において政策移転が行われたことを

探るインタビュー調査を行った。さらに Tan

ら（2019）が挙げた政策移転を導入する要因

も参考にして、スポーツコミッションの設立

経緯、設立に影響を与えた人物、組織が運営

していくうえでの制約などの質問を行った。 

 【分析方法】 

 インタビュー調査後の分析方法として、木

下（2003）の修正版グラウンデッド・セオリ

ー・アプローチ（以下、M-GTA）を援用した。

M-GTA はオリジナル版 GTA に比べて理論生成

や仮説生成といった構造化を効率的に行い、

深い解釈が維持できるものとされている点か

らも採用した。具体的な分析方法は分析ワー

クシートの作成後に概念を生成。さらに概念

をカテゴリーに集約する手順を踏み分析を行

った。 

 

5．結果および考察 

 目的①のスポーツコミッションの設立過程

において、インタビュー調査の結果から 11 概

念が生成された。11 概念を 5 カテゴリーに集

約し、概念図の作成を行った（右図）。 

 

図：概念およびカテゴリーの概念図 

 図より自治体が実施してきたスポーツ政策

が策定されていることに加え、スポーツ振興

の促進・抑制要因自治体に国の政策や自治体

に対して影響力のある人物による政策促進要

因を加わりスポーツコミッションを設立する

ことが明らかになった。 

 目的②の事業決定における政策移転が与え

る影響についてスポーツコミッション設立以

前のスポーツ政策に対する政策移転を通じた

事業採用は確認できなかったものの、 設立後

の新たな事業検討においては政策移転を確認

することができた。一方で、設立時の組織の

運営目的または実施事業が確立されている場

合、政策移転を実行する必要性がないことも

明らかになった。 

 

6．研究の限界と今後の課題 

 スポーツコミッションの設立経緯を明らか

にすることを目的としたが、インタビュー調

査を行った 2 団体の動向が強く反映されたケ

ーススタディとなった点は大きな課題であ

り、別団体へのインタビューを行う必要があ

る。また、本研究は質的研究であるため全体

的な傾向を把握することができていないことか

ら、量的調査を実施し、研究で明らかになった概

念および要因が一般化可能なものであるのかを

確認する必要がある。 


